
1 

千葉市環境審議会 環境保全推進計画部会 
平成 1９年度第２回化学物質管理対策専門委員会議事録 

１ 会議の名称 

千葉市環境審議会 環境保全推進計画部会 平成１９年度第２回化学物質管理対策専門委員会  

２ 開催日時 

平成２０年２月５日（火） 午後２時００分～３時４５分 

３ 開催場所 

千葉市国際交流プラザ第１、２会議室 

４ 出席者 

【委員】  ７名 
立本委員、森委員、河井委員、岡本委員、吉村委員、古山委員、依田委員 

【事務局】 ７名 

 環境保全部 和田環境保全部長 

 環境規制課  久能課長、松田主幹、須藤課長補佐、 

小川係長、布施係長、高野技師 

５ 議題 

（１）千葉市における化学物質対策に係る提言について 

（２）その他 

６ 議事の概要 

（１）千葉市における化学物質対策に係る提言について 

・ 事務局より前回の専門委員会における質疑応答・討議内容（参考資料１）及び千

葉市における化学物質対策についての提言（たたき台）（資料１）並びに化学物

質対策に係る啓発用資料（資料２）について説明し、質疑応答・討議を行った。

提言及び啓発用資料について、委員会意見を踏まえ立本委員長と事務局とで修正

を行い、各委員に送付し内容確認した後、最終意見としてまとめることとなった。 

（２）その他 

・ 事務局より大気中のベンゼンについて、現在、解析に必要な調査を実施中である

ことを報告した。 

・ 出席された全委員に議事録案を送付し、内容を確認していただくこととした。 

７ 会議経過 

午後２時００分開会 

議題１：千葉市における化学物質対策に係る提言について 

 【立本委員長】 それでは、ただいまより委員会を始めたいと思います。部長さんから

の挨拶の中でございましたように、これまでの検討結果を踏まえて環境審議会として市

に環境化学物質の対策のあり方について提言ができるように、まとめていきたいと思い



2 

ます。本日は、議論の材料として事務局で提言の案と、さらに市民向けの啓発用の資料

を用意していただきましたので、それらを事務局から説明をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 参考資料１、２により、前回の専門委員会における意見の整理、資料 1 によ

り前回の専門委員会の意見を踏まえ修正した千葉市の化学物質対策についての提言案（た

たき台）について説明。 

【立本委員長】 ありがとうございました。非常に広範囲な説明でしたが、まず資料の全

体の構成はこれでよろしいでしょうか。全体の構成が良ければ、例えば「化学物質対策の

位置付け」と「関係機関との連携」というのを二つぐらいずつ議論していただきたいので

すがいかがでしょうか。全体の構成はいかがでしょうか。こういう並びでよろしいでしょ

うか。また思いついたらそこで検討するということで、今のところこれで良いという方向

で進めさせていただきます。まず「化学物質対策の位置付け」、２番目に「関係機関との連

携」について何か加筆等するようなことがございますか。どうぞ。 

【依田委員】 「化学物質対策の位置付け」を読んですんなり読めないのですが、例えば、

中段の「こうした化学物質の中にはその毒性や蓄積性、発がん性、変異原生など、人への

健康影響や自然生態系のかく乱を引き起こす性質を有するものが存在し、本市において、

これまで」ここの文章と次の過去の話の繋ぎは、これで良いのかと。文章的にうまく流れ

ないなという気がしたのですがいかがでしょうか。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【事務局】 これは、化学物質それぞれの性質のことをいい、また本市がこれまでに経験

してきた公害問題のことを言っておこうと思ったのですが、ちょっと１センテンスが長す

ぎて読みにくいものになっているかと思いますので、例えば「自然生態系のかく乱を引き

起こす性質を有するものが存在します」で一旦切ってしまう形で、「本市においても」はま

た新しいセンテンスとするという形ではいかがでしょうか。 

【依田委員】 もう少し工夫がいるのかなと。ちょっと残念だなという印象です。 

【立本委員長】 ここのところは、依田先生が言われたように、もう一度書き改めるとい

うことで。何かいい案をまた作り直すということでどうですか。すぐには事務局の方でも、

我々もすぐにはちょっと難しいところがあるかと思いますのでそれでよろしゅうございま

すか。 

【事務局】 ちょっと盛り込みすぎのところがあると思いますので、少しセンテンスを切

って地域の地理的な状況ですとか産業の状況の話ですとか、化学物質の一般的な話と、地

域のこれまで経験した公害の話、それから最後は将来の市民の為に安全で安心して暮らせ

る街作りの為に化学物質対策をきちんと進めていく必要があるという、いくつかのポイン

トがあろうかと思いますので、そのポイントにそって少し整理させていただきたいと思い

ます。 

【立本委員長】 この件につきましては、後日事務局と案を作りまして各委員さんに見て
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いただくということにいたしましょうか。今すぐには時間的に難しいかと思いますので、

それでよろしゅうございますか。 

【岡本委員】 「位置づけ」は前書きで提言そのものではないので、依田先生のご指摘は

提言の項目に関するものではなくて前書きの文章ですので、読みやすい形の文章を事務局

で作っていただいて、委員長に目を通していただければそれで了承するということでよろ

しいのではないかと。 

【立本委員長】 わかりました。森副委員長と私と事務局の方で案を作りまして各委員に

回すということにいたします。それでよろしゅうございますか。 

【和田環境保全部長】 千葉市の過去の歴史がここに突然入ってくるので何かちょっと違

和感があるような感じがいたします。「化学物質対策の位置付け」のところに千葉市の歴史

が入ってきますので、他に適切な場所があるかもしれません。 

【立本委員長】 今申しましたように委員長、副委員長、事務局とで検討させていただい

て、各委員の方に見ていただくということで決定したいと思います。その他に何か。次の

項目の「３．化学物質対策の手段、施策」についてはいかがでしょうか。以前、森先生が

言っておられた啓発で何か大学へ行って講義をするということは実際には行われたのです

か。 

【事務局】 出前講座という形で、市では市の施策を一般の皆さん方に紹介するという事

業をやっておりますが、昨年後半、１０月位でしたでしょうか、住民のグループから化学

物質に関する出前講座の申し出がございまして、２回程、実際に開催させていただいてお

ります。今回は具体的にそういった話を記載してございませんが、基本的な考え方として

出前講座などを使い、地域の生涯学習の視点で化学物質対策を普及していこうというイメ

ージで盛り込んでおります。 

【立本委員長】 ありがとうございます。実際に行われて良かったです。森先生の提案だ

けで終わったのであれば困ったなあと思いまして。 

【和田環境保全部長】 偶然、議会でもＶＯＣに関する出前講座をやっていますかという

質問がやはり出まして、講座は２回程ありましたが、今後ももう少しＰＲしてやっていき

たいというような主旨の説明はしています。 

【立本委員長】 それはさらに発展していけばいいと思います。他に何かなければ、また

後でも結構ですので。続きまして４番目は「化学物質による環境リスク低減に向けた市民、

事業者、市の役割」ということになっていますが、ここのところはいかがでしょうか。 

【河井委員】 以前森先生がおっしゃっていたことが書かれていると思いました。 

【森副委員長】 事務局にお聞きしたいのですが。提案の資料とパンフレットと参考資料

の３の中の事業者の役割というところをお聞きしたいのですが、パンフレットのところで

は、事業者の役割は大きく２項目に分かれていて、提案と参考資料３の事業者のまとめの

ところは４項目があるのですが、他は合っているのにここだけ違うというのは、パンフレ

ットはわかりやすいようにあえて事業者の方だけにしたとか、市民をメインにしたとか、
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そういう感じがあるのですか。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【森副委員長】 質問の意図わかりますか。パンフレットには２項目ですが、事業者は４

項目になっている。 

【事務局】 パンフレットにつきましては、使い方が掲載内容とリンクしていくと思って

おります。事業者向けということになりますと、一般的な家庭の話よりももっと具体的な

国の管理指針のような内容ですとか、千葉県さんで進められているような環境管理指針の

ような内容に重心が行くべきかと思っております。このパンフレットにつきましては、例

えば市役所ですとか区役所、市民センター、公民館、そういった市の施設で一般の市民の

方々に提供したり、また市民向けの学習会の教材のような形で使うことが可能性として高

いのかなということで、市民向けの取組のところを、家庭での問題を重点に整理させてい

ただいておりまして、今回の提言の主旨から市民と事業者、行政の役割はポイントだけ載

せさせていただきました。 

【森副委員長】 わかりました。 

【立本委員長】 その他に何か。今、パンフレットの話もでましたので、パンフレットの

方も見ていただいて。これは実際にはカラーで作られる訳ですね。はいどうぞ。 

【岡本委員】 対策についての提言は、良くできているという気がします。前回、参加で

きなかったので、もしかしたらそういう議論の方は、終わっているのかもしれませんが、

ちょっと気になったのが、事業者にはＰＲＴＲの届出ですとか、リスコミを求めておりま

して、市の役割のところでモニタリングなどが行なわれているのですが、事業者の努力の

結果で、化学物質が環境中からどれだけ減ったかということを評価して、その次の対策に

結びつけるという、市でもＩＳＯの１４００１でＰＤＣＡという、きちんと結果を評価し

て次の計画に結びつけるということと思うのですが、環境化学物質についても、事業者の

努力した結果としてどれだけ環境が良くなっていて、更なる対策ではどこにより重点的な

対策が求められているのか、評価が必要だと思うのですが、そのプロセスが抜け落ちてい

るのですね。つまり、責務が並んでいるだけで、本当に環境中から化学物質が減っている

のかどうか、その中でどこがうまく対策が進んでいて、どこが不十分で、何の強化が必要

なのかという視点が、この提言の中から落ちているのですね。できればそこを盛り込んで、

事業者が努力をした結果、環境がどのくらい良くなっているのか、モニタリングの結果と

事業者との努力の結果を付き合わせて、環境中にこれだけ放出されているものがどれだけ

減ったか、それによって環境中の濃度がどれだけ下がったか、ということで、例えばＰＲ

ＴＲデータの中でもデータの精度、非常にきちんと出るところと、アンケート程度しかわ

からないところと、めりはりがあるところなのですが、そういうものを明らかにしていく

ことによって、化学物質対策がさらに充実していくのではないかという気がしますので、

今頃になってそんなことを言われてもという気がするかもしれませんが、もしその辺少し

そういうことができればありがたいという気がいたします。以上です。 
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【和田環境保全部長】 そうですね。例えば、ダイオキシン類対策については本当に平成 

１２年位に比べると劇的に減って、おそらく当時の数パーセントくらいまでは落ちている

のですけど、そういうような数値としてあがっているのですが、もっと個々に実際に努力

した結果というのはやはり事業者に報告して、もっともっとお願いしますというふうに使

えたらいいですね。 

【事務局】 提言の中に書き込むとすれば、例えば、市の役割の情報の提供というところ

で、環境データを評価し、その評価結果、環境モニタリングデータの提供としか書いてご

ざいませんが環境状況の評価と評価結果の報告というようなことを書いてはいかがでしょ

うか。 

【岡本委員】 是非書いていただきたいと思います。 

【立本委員長】 今言われた事業者の努力とモニタリングと合わせた結果がどのようにな

っていて、いいところは更に伸ばす、悪いところはどのように改善して次につなげるかと

いうことを、やはり大切なことだから是非行いましょう。 

【岡本委員】 是非お願いしたいと思います。この中に表彰制度なども議論されているの

で、やはり環境に対する取組の成果というのは、環境中でどれだけ低減されたか、パフォ

ーマンスがきちんと働くかということで、事業者に申告していただくことは重要ですけど、

最近いろいろなところでグリーン購入に関する製品のデータの不正申告ですとか、虚偽の

報告などもあるので、市がせっかく表彰したのに実はそうではなかったというものが出て

きてしまっては、せっかくのいいものに水を差すことになってしまいますので、是非、環

境のモニタリングのデータも含めて表彰の時にはお考えいただけたら、なお良いのではな

いかと思います。 

【立本委員長】 是非、委員会としても提言、提案したいと思います。 

【和田環境保全部長】 悪臭の関係で７、８社、鉄工団地の辺りの事業者の方からいろい

ろお話を聞くのですが、やはり担当の方は非常に熱心で上層部にいろいろ話をあげて、こ

れだけの良い結果が得られますよという。やっぱりそれを後ろから押してあげるというこ

とも重要ではないかと思います。なかなか上層部まで理解が進まないというのが、やはり

非常に担当者の方にとっても大変なのかなと思います。せっかくやっていてもそれが報わ

れないということがあると思いますので、なんとかそういう方にとっても頑張っていただ

きたいという意味も含めてお願いしたいと思います。 

【岡本委員】 努力して成果ができているところには表彰して、千葉市の広報にも表彰式

の写真を載せるとかなるべくそういった、経営者がそういった理解をしてもらえればいい

ですね。 

【和田環境保全部長】 トップの方の理解があれば、一段と進むためにも有効だと思いま

す。 

【立本委員長】 では、そのようにいたしましょう。よろしゅうございますか。その他に

何か。続きまして、５番目の「環境教育への盛り込み」、６番目の「化学物質に関する情報
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の活用方法」についてはいかがでしょうか。構成は。 

【依田委員】 情報の活用方法で（３）のところを読んでみると、情報をどうやって得て、

どうやって普及させていくのかという流れの視点からすると、例えば（１）のリスクコミ

ュニケーションの推進というのは化学物質の対策をしていくゴールに近い。最終的に事業

者が排出源とその環境に住んでいる人間が合意形成しながらリスクを小さくしていこうと

いう流れのゴールに近いものが一番最初に出てくるというのは、読んでいて、順番を考え

た方が良いのじゃないかという思いがします。その意味でいろいろとパンフレットの方、

並ぶ順序が違うのですね、この提言のほうが。むしろこちらのほうがよくわかるような気

がしていますので、検討していただけたらと思います。 

【事務局】 パンフレットの方に合わせてですか？ 

【依田委員】 まず、実際問題としてはＰＲＴＲが始まって、化学物質の情報は出ている

にしても、市民が実は関心を持ってないというような議論がされる。そこで、まず認知し

ましょうと森先生がおっしゃっているわけです。そういうところが実は市のやるべき対策

の重要なところとして環境教育の視点を大きく取り上げているわけですね。その流れで市

民向けのパンフレットはできていると思うんですね。そういって情報を得て、消化できる

ような段階になってから最後に行動しましょうとなる。行動という所が事業者とのリスク

コミュニケーションに繋がるんだろうというような流れ。パンフレットの方がわたしは良

いと思います。 

【立本委員長】 この委員会の最初に森先生が認知の話をされたと思うんですけど、依田

先生が今いったように認知の話がやっぱり市民に最初にいかなければいけないので、ここ

はちょっと構成をかえましょう。 

【事務局】 はい。なるべく沿った形で。６番目の項目の並びかえのイメージでよろしい

でしょうか。第６項の（１）から（５）のところの並びが適切ではないということになる

のでしょうか。 

【立本委員長】 最初に認知がきて、そして行動して、その後に（１）がくるように置け

ばいいのでしょうか。 

【依田委員】 そうですね。１番目がリスクコミュニケーションの推進ということではな

さそうだと。こういうふうにやるのですよという方向性を出すという意味では並び方をも

う一回検討されたほうが良いし、実績としては既にあるのではないかという意見です。 

【立本委員長】 認知の項目を新たに設ければいい。 

【事務局】 その辺、検討させていただきたいと思います。 

【立本委員長】 市民にどのようにして認知をさせるか、あるいは市民にしていただける

かという方法を最初に書いて、ＰＲＴＲとかそういう順番に、行動としてＰＲＴＲを行な

ったその結果、どういうことができるのか。そして、最後にリスクコミュニケーションに

結びつくか。 

【和田環境保全部長】 そうですね。一番最初は素朴な議論からスタートしている。その
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部分をやっぱり最初にもってきたほうがわかりやすい。 

【立本委員長】 一番最初に森先生がわかりやすくて、もう少しやはりわかりやすい形で

書いてあれば。これは先ほどの件と同じように、副委員長、事務局と私とで検討させても

らって、後ほど委員の方に意見を、これでいいかどうか伺うということにいたしましょう。

それでは、全体を通して何かございますか。 

【依田委員】 パンフレットの４ページで。 

【事務局】 パンフレットの説明を先にさせてください。  

【立本委員長】 事務局より説明をしてください。 

【事務局】 それではその前に、本日ご欠席の國廣委員から、資料送付を受けて意見が出

されましたので紹介したいと思います。主旨がですね、今日餃子等で非常に化学物質に対

して関心が高まっているということで、ちょっと読まさせていただきます。今までの会議

では話題になりませんでしたが、この提言をするにあたりタイミング的には先日来問題に

なっている中国製の餃子の化学物質による汚染問題などの化学物質に関する危機管理に対

して触れないわけにはいかないと思います。これには市民に対しては化学物質について異

常を感じたら市、医療機関、事業者などにできるだけ早く連絡、相談すること。事業者は

異常があったら迅速な情報公開と対応をすること。市は情報の一元化や伝達の態勢を整え、

速やかな対応をとることなどの総合的な危機管理が必要であることを提言に加えたらどう

でしょうかという意見をいただいておりますので紹介させていただきます。 

【立本委員長】ありがとうございました。ただ今のご意見ですが、化学物質だからまだ入

りますね、今の意見も。 

【事務局】 事務局としての考え方ですが、環境審議会ということで取扱う議題というの

は環境の保全・創造に関する事項ということになるかと思います。未然防止の、リスクの

低減というような話と今回のように危険が発生してしまったハザード対策という危機管理

ということと、ちょっと次元が違うのかなという感じはいたしますが、ただ、やはりそう

いった情報の共有ですとか、連絡体制というのは、例えば今回の提言にございます連携の

ところの一つに例えば、関係部門間の情報の共有とかそういう意味も含まれるのかなと思

いまして、ハザードに達する前の化学物質対策という視点でもやはり関係部署間で情報を

共有するというようなことを加えさせていただくことも必要なのかなと思っておりますが。 

【立本委員長】 もし難しいようですと、付帯意見とか何らかの形で残しておくというこ

とが必要ではないでしょうか。 

【森副委員長】 国廣委員からでているコメントと対応について私なりに考えますと、た

しかに今回のいわゆる農薬とか、有機リン系のものが実際に入っている。本来の環境問題

の中の化学物質問題と考えるかどうかは確かに大きな視点の違いがあるので、ちょっと今

までのストーリーとしてこの中に入れるかどうかは、行政サイドがどう考えるかで変ると

思うんです。ただ、一般の皆さんが考えると、何か化学物質が食べ物に入っていたにしろ、

どこかに聞きたいし、実際に餃子を千葉市の保健所に持っていって、ちゃんとした適切な
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対応をしてくれないというのはあるので、もし入れるとしたら、市の役割の（４）のリス

クコミュニケーションの推進の下に（５）を作って、リスクマネージメントだから、化学

物質一般のリスクマネージメントについても、最後、相談窓口の設置とその広報というの

があるならば、市の役割だから今後考えるところに、それを入れておけば広い意味で、環

境問題としてもしかしたら今回じゃない化学物質問題も偶然出るかもしれない。はっきり

いって茨城で出た砒素なんかは最初は何かわからなかったんです。産廃かどうかも軍事産

業の毒ガスなのか、本来の環境問題かどうかもわからなかった。でも一番最初はみんなわ

からない。ですから一言入れてもいいかもしれない。リスクコミュニケーションも結局リ

スクマネージメントの一環なので、一行入れてもいいかなと思います。いかがでしょう。

提案としてはリスクマネージメントとして入れておくことができるかなと。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【岡本委員】 今、森先生から言われたのはですね、大変重要なポイントで一番最後に入

れるのではなくて、私は一番上にいれるのが。市の役割の１の現状の把握というところが

あるんですね。ここでモニタリングというのは市が用意した観測プログラムで上がってく

る情報しかここで処理しませんということであって、今回の場合は食べ物でしたから環境

局ではなくて何か別の食品の所にいっていると思うんですけれども、例えば地下水の問題、

先ほど言っていた砒素などによる地下水汚染ですとか、空気の経由で短時間の高濃度で健

康被害がでるような光化学オキシダントによる急性被害などです。そういう市民からの情

報に対して、市が適切にそれの測定をして原因の究明に努めることが重要です。原因物質

を特定するというのは現状把握の中で一番重要なポイントである。つまり、市が用意した

モニタリングプログラムであがってくるデータだけの情報収集ではなくて、市民からの情

報提供に対して市が適切なモニタリングをするというのがたぶん、１）の現状把握の中の

一番目に掲げていい。モニタリングの実施よりか、より市民からの情報提供に対して市が

適切なモニタリングを含めて処置をするというのが一番上にあって然るべきではないかと

いうのが私の意見です。 

【立本委員長】 いかがですか。私もそう思いますが、是非、そのように書き改めましょ

う。よろしゅうございますか。 

【和田環境保全部長】 例えば、実態として川に魚が浮いた時に、いろいろな原因が考え

られます。ですから我々が行っていることは、まず水を持ってきて分析する、あるいは鯉

が浮いていたらヘルペスの可能性があるので分析機関に持って行ってみてもらうとかです

ね、いろいろな対応の仕方があります。とにかく、市民からのそういった情報提供に対し

てすぐ動いて、早く原因を調べないと、うちの守備範囲なのか、他の所管の守備範囲なの

かわかりませんので、それはやはり非常に必要なことだと思います。 

【依田委員】 行政の内部に私もいますので、実はそこが一番難しいということよくわか

るんですけど、先生方のおっしゃるとおりなんです。市民から寄せられる情報というのは

非常に幅広くて、個人的な悩みに近いところから、実は大きな問題だったり、それの本筋
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が見える見えないというのは、本当に難しいです。例えば分析をしなくてはわからないと

いうところについては、それが分析できるかできないかという判断も実際の処対応に影響

してしまうので、現実的には非常に難しいということはよくわかるのですが、基本的な態

度ではやっぱりお願いしたい。 

【和田環境保全部長】 実はこの前、花見川で油が出まして、あれも真夜中に市役所に通

報が入って、そこから久能課長のところに２時過ぎに連絡が入って、３時頃に市役所に担

当者が集まって、すぐ行って対応したのです。原因がわからない場合は関係すると思われ

るところはみんな一気に集まるというような態勢はとっているのですが、なかなか想定外

のことも起きるものですから、それが難しい。組織的にうちではないという態度が一番よ

くないと思います。可能性がある限りは初動を早くするという対応はしています。 

【立本委員長】 では、今の我々の思いも含めて最重要箇所として加筆をするということ

で、よろしゅうございますか。その他、パンフレットについて何かありませんか。 

【事務局】 それでは、パンフレットについて事務局より述べさせていただきます。 

資料２により、化学物質対策啓発用パンフレットについて説明。 

【和田環境保全部長】 最終的には委託ですね、プロに作っていただきたいと考えており

ます。ですから、表紙の所は何も入っておりませんが、これはプロに委託したときに一番

イメージに合うようなものを作っていただくということを考えております。 

【立本委員長】 ありがとうございます。何か委員の方からこれは入れて欲しいというよ

うなことがございますか。はい。どうぞ。 

【古山委員】 直接関係ないかもしれませんが、この前も意見として申し上げましたが、

このパンフレットはどちらかというと総論的というか、教科書的で、誰でもが気を付けな

ければいけない項目ということが書いてありますが、最初の位置づけのところで千葉市は、

と書いてあって、臨海部や内陸部とか、何か特徴がある地域があるわけですね。それぞれ

の地域での例えば化学物質の大気中での違いというのはないのかなという感じです。具体

的にいうと、これは千葉市内で例えば４ページの上に書いてありますが、稲毛区とか若葉

区とかダイレクトに響くような言葉が入らないと、千葉市内というのは確かに千葉市内に

住んでいるのだけれども自分が住んでいるところに該当するのかどうかというのを考えて

しまうと思うのです。例えば稲毛区に住んでいて稲毛区はという言葉が出ると、おっとい

うことになるわけで、そういう気の向くような文章にしないと、これだとなんとなく全体

が書いてあるから、あーいつも言っている事かなというようで通り過ぎるような気がする

のです。ですからもう少し読む人を引きつけるような言葉を各論の一部に入れないといけ

ないのかなという感じは持ちました。 

【立本委員長】 地域特性を少し入れたらどうかというような意見でございますかね。 

【古山委員】 そうですね。 

【岡本委員】 パンフレットの４ページをみると届出対象は千葉市ですが、届出外は国の

推計値ですね。１９年度の環境白書をみると第３章化学物質という章がありますが、千葉
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市内で化学物質がどれだけ出ているかというのは書いていないですね。環境白書の中で目

次の項目としてはかなり上位にあるんですけど、中身的にはかなり寂しい内容になってい

ると思いますが、いかがですか。事務局のお考えを教えていただきたい。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【事務局】 今回、白書が幸い皆さんのお手元の方に配られていまして、３９ページ、４

０ページにＰＲＴＲの届出状況、それからダイオキシン類のモニタリング結果、環境ホル

モンの調査結果、そういった千葉市の情報として掲載させていただいているところですが、

どうしても白書というのが情報集としての性質がありますので、同様なものを経年的に掲

載させていただいているというところもありまして、なかなかインパクトのある掲載方法、

その都度やっていくというのはなかなか出来ていないといわれるとなかなか。 

【岡本委員】 白書は経年的なデータを中心にということであれば、それで結構だと思う

のですが、白書以外にデータがあれば、４ページ上半分が千葉市内で下半分が国というの

はバランスが悪いので全て市の仕様といったようなのはいかがですか。 

【事務局】 確かにおっしゃるとおりで、下の方ですね、できれば千葉市分を見積れれば

やりたかったところですけど、これは国で集計していまして、それを地域に落とす手段が

なかなか難しゅうございまして、とりあえず全体分で掲載させていただきましたが、これ

県単位だと確か落ちていたなという気がするんですけど。 

【依田委員】 これは難しいですよね。どうやってもきちんとした数字にはなりそうもな

いですね。 

【事務局】 例えば絶対量ではなくてこのバランス、構成割合なんかは、例えば家庭など

ですと全国と千葉市地域とある程度相関が高いと考えれば、割合を参考に見ていただくと

いうぐらいなのかなと。 

【岡本委員】 そうですね、白書に載ってないのは経年的なデータがないからというのか

なと思ったら、もっと根本的なところにデータがないというのがわかりましたので、もう

それ以上は言いません。やはりこれは、市の取組みとして市内からどれだけ排出があるの

かというのがわからないのでは、事業者の指導も市民へ向けるのも非常に不十分なものに

ならざるを得ない。まず市としてその辺の実態をきちんと把握するということが、こうい

うコミュニケーションを図る以前にやるべきことではないかと思います。それがないのに

コミュニケーションを図っても市が何もやっていないということを市民に知らせるだけの

役割しか果たしていない、酷評をすればそういうことになると思うので、まず市としてや

るべきことをきちんとやる。どれだけ化学物質が出てくるというのを押さえるということ

は、事業者にお願いする場合でも市民にコミュニケーションを図る場合でも大前提ですか

ら、まずそれを最優先でやっていただくということが提言の頭にあっていいのではないか

という気がします。以上です。 

【立本委員長】 大変なことは承知していますが、できる限りそのように努力をしてもら

いたい。これはすぐには、例えば国の推計値のようには、今のところはできないわけです
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ね。 

【事務局】 これはＰＲＴＲ制度で事業者からの届出を集める作業と、国の方で全体を推

計する作業とがございまして、国の方のデータを地域に落とす手段を国の方で提案すると

いうルールになっているのですが、なかなかその辺がまだまだ試行錯誤というか、あれは

国環研でやっているのでしょうか。少し遅れて確か出ているのでは。 

【依田委員】 今の状況はわかりません。もうそろそろできてもいい頃ですね。 

【事務局】 同じルールで地域分配しましょうという制度ですから、千葉市独自の方法で

やりましたということはなかなか言いにくいもので、全体の足並みを揃えて地域の情報と

して整理していかなくてはいけないものですから、現時点では千葉市としての数値という

のは予測できていないというのが実態でございます。 

【依田委員】 同じ４ページですけれど、今、先生がおっしゃったことと関連するかどう

かわからないのですが、上の方の図で一つ、廃棄物のところのクロム及び三価クロムでは

多分ないんじゃないですか。普通クロム三価で特出しすると六価かどうかというような表

現があったかと思うのですけど、それをご確認いただきたいということと、それから公共

用水域の出てる量がほとんど、ふっ素、ほう素になるのですが、千葉市の場合ですとＪＦ

Ｅさんと下水道が五分五分で水域の排出量を持っているんですが、このふっ素やほう素は

下水道のウエイトは小さいんですか。 

【事務局】 これは届出制度の特性といいますか、届出しなければいけないものは含有率

何％、１％ですとか０．１％以上のものとかいう性質がございまして、ただし下水道につ

いては全部届出なくちゃいけない。下水道の排出については全て報告しなくてはいけない

ということになっているものですから、低い濃度で排出量があるものですから、どうして

もほう素がとびぬけて出てきてしまいます。 

【依田委員】 下水道のウエイトも高いわけですか。 

【事務局】 はい。 

【依田委員】 その下水道のウエイトが高いとすると一般の市民生活に直結する話ですね。

冒頭でいろいろな製品の中にいろいろな化学物質が入っていますというところと、実はこ

の辺のＰＲＴＲのデータはリンクする話でして、このふっ素がものすごく出ているんじゃ

ないというのと、実は家庭で使っているものがリンクするというようなことも情報提供の

一つだろうと思うんですが。 

【事務局】 ただ今の質問事項ですが、まずクロム及び三価のクロムはＰＲＴＲ法届出の

第一種指定化学物質でこういう物質がございまして、六価ではないそれ以外のクロムとい

う意味かと思います。これは、製鉄屋さん等がございますので、埋立処分量がありますと

いうことだと思います。あと、ふっ素、ほう素については、どうしても分析値として出て

きてしまうものですから、排水量が多いと掛け算すると大きいんですけども、なかなか家

庭の中でふっ素の使用を控えるという実際の取組になかなかつながらない、むしろ自然界

で比較的普通にあるということから出てきている性質かなということで、この見せ方も、
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そういったことを前提に見ていただかないと、ふっ素が大問題だというふうに見えてしま

う。ちょっと悪い絵かなという感じもいたしました。 

【和田環境保全部長】 その辺は必要かもしれません。短絡的にどこに入っているのか、

どうやって減らすのか、というふうに考えてしまいますね。普通は。 

【依田委員】 重要だと思うんですね。今の話の中でやっぱり基準が作られると、やっぱ

りそれは行政としてもそれが命になりますでしょう。しかし実際それがどういう意味を持

つかということはまた別の話で、少し話が進んでいくと、こういう基準でいいのか。砒素

なんかにしてもそういうところにつながる話としては、やはりこういう部分を現状では大

切にしてコミュニケーションのツールにしていくべきだろうとは思います。 

【立本委員長】 先ほど、リスクマネージメントの話がございましたけど、そういうとこ

ろで少し述べるというのもいかがですか。 

【依田委員】 そうですね。大切なことだと思います。 

【立本委員長】 あるいはその前の所でしたか、事業者の役割、あるいはモニタリングを

して、その善し悪しを、それをさらに伸ばす、次にどういうような対策をするかというよ

うな案がございましたけれども、その中で少し今のようなこと、今はこういう問題だけも、

将来このようになる可能性があるということを少し述べるという。そういうような書き方

を一つ工夫をするということでいかがでしょうか。 

【事務局】 検討してみたいと思います。 

【岡本委員】 環境のモニタリングをして、その事業者、排出の中でよく進んでいるとこ

ろ、それから更なるより一層の対策を求められているという、メリハリを考える場合には

ですね、やはり環境中の濃度と排出量の関係、この両者がわかって初めて次のプログラム

を検討することができるわけでして。例えばトルエンなど大気の届出でみると４０％ぐら

いですけど、自動車からもでています。届出分は市で排出量を把握していますけども、そ

の他は国でやっているのでわかりませんということでは、環境中の濃度がわかって、それ

に対応して届出の工場がまじめにやっていないと評価するのはかわいそうではないか。つ

まり幹線道路が前にあれば自動車の量が圧倒的に大きいわけでして、この分が国が指針を

示さないから市はやらなくてもいいということでは、化学物質対策全体が破綻してしまう

のではないかと思うのですが、いかがでしょう。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【事務局】 いろいろな排出源というのは国の集計等でだんだん明らかになってきており

ますので、そういったものを活用しながら地域の排出源の使用状況というのを把握してい

くというのは、これからまた市としてやっていかなくてはいけない重要な問題だと認識し

ておりますので、できることを少ずつやっていきたいと思っております。 

【岡本委員】 それに関連して、別のところで川鉄のベンゼン対策の検討の議論の中に周

辺の自動車の寄与の大きいところ、疑われるところもいくつかあって、そういう検討のな

かに、どこで測ったらいいか、どういう条件でモニタリングをすればいいかという議論を
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すれば、当然、事業者の施設の寄与と、そこに影響を与えている周辺の自動車ですとか届

出外のものも、全て情報収集して初めて対策が考えられるわけでして、不十分ですからそ

れを待ってからやるということでは化学物質対策のスタートはいつできるかわからないで

すよと市が宣言しているに等しいと思うのですけど、どうでしょう。 

【立本委員長】 いかがですか。 

【岡本委員】 それでは、わたしから提案で。やはり、化学物質の管理では環境中での濃

度のモニタリングと事業者の排出量の把握。この二つの情報が車の両輪みたいなものだと

思うのです。その中にはある程度正確にデータが取れる、あるいは市の権限でデータの収

集ができるもの、そうでないものがあると思うのです。そうでないものに関してどういう

対応をとるかですけれども、市としてできる最大限のことをして、不十分であってもその

精度の向上に努めて、可能な限りで市内の発生源の情報を把握すると。それは市民への情

報提供の中でそれも考えて、それがあって初めて市として対策が検討できるのではないか。

それに向けて最大限の努力をしますというようなことを書いていただきませんと、市はみ

なさんに責任を押しつけているだけで自分たちは法律に守られて何もしなくてもいいとい

う状態を続けているんじゃないか、そういうような印象を市民と事業者に持たれてしまう

と思いますので、市としてもできるところをやっていきますといった姿勢を示していただ

きたいと思います。 

【立本委員長】 今言われたことを書き留めておいて。すぐには難しいと思いますけど、

近い将来、そういうことができるようになっていかないといけないですから。 

【岡本委員】 もし、市が先進的なことをやろうとしたときに環境省等の国の機関からブ

レーキがかかるようであれば、それは我々の方でもサポートして市が市民の為にやる施策

を、応援する必要があると考えていますけど、いかがでしょうか。 

【立本委員長】 是非前向きに検討して、書き方も前向きに書くということで。その他何

か。宿題は随分出ましたけれども、大きく背景のところ、さらにモニタリングとその事業

者の役割、あるいはリスクマネージメントとか、市の役割とかを加筆して、早い時期に副

委員長と事務局と私とで確認をして、各委員の先生方に見てもらって、それを最終的な意

見にしたいということでよろしゅうございますか。 

【岡本委員】 委員長一任でもいいのでは。 

【森副委員長】 委員長と事務局が見ていただいていいんですけど、僕がどうこうという

ことではなくて、ワンステップ多いなと思って。案を書いてもらって、委員長がみて、そ

れで全員に流した方が同じだと思います。集まる時間はないので。 

【立本委員長】 そのようにさせていただきます。まず原案を作り直して、事務局と私と

で案を作りまして、各委員に見てもらって最終意見にしたいと。それでよろしゅうござい

ますか。 

【立本委員長】 何かその他にお気づきの点はございましたら。いろいろ今日は貴重な意

見をいただいたのでそれは活かしたいと思います。机上の話だけでなくて実際にこの前の
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森先生が言われましたように、出前講座が実際にできるようなそのような形で、これも現

実ものとして市民に役割が果たせるようにしていけるようになればいいと思います。よろ

しゅうございますか。 

次に、議題２のその他とありますが、何か事務局からありますか。 

【事務局】 事務局から２点ほどございます。一点目は、本日の会議の議事録についてで

ございますけれども公開の対象となっております。後日、議事録案を送付させていただき

ますので委員の皆様にはご確認をお願いいたします。それともう一点につきましては大気

中のベンゼンの関係でございますけれども、環境基準超過を踏まえまして高濃度状況の原

因究明と対策についてでございますけれども、平成１８年度の２回目の検討結果を踏まえ

まして従来のベンゼン測定地点に、新たに測定地点を追加してモニタリングを実施してい

るほか、関連物質の同時分析、それからさらに本来２４時間のサンプリングを１時間に短

縮したサンプリング調査など高濃度原因究明に向けた測定を開始しております。これらの

結果につきましては一定量のデータを整理いたしまして、そのうち改めてみなさまにご提

供いたしまして解析等をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。次回の開催予定でございますけれども、ベンゼン等の関係資料が整った段階で改

めて調整させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

【立本委員長】 それでは、私の方から事務局のほうにお返しいたします。はい。どうぞ。 

【森副委員長】 また事務局にお願い事があるので申し訳ないんですけど、今回の化学物

質管理対策専門委員会に私も参加させていただいて、パンフレットとか提案、提言案にか

けて非常にすごい成果だと思っております。ある面では、画期的に進んだと思っています。

ここでただ、できればお願いはまだこの委員会は少し続くと思いますから、その中で提案

がでたり、提言が出て、次のステップ、いろいろご意見が出たと思うんですけど、やはり

今回はパンフレットを作るという気になっていただいて、こういう提言案をするという気

になったからここまでできたと思うんですけど、できれば、もう一歩進んだ最終的に目標

的なもの。もうちょっと先の次くらいで、来年度はこうしたいとか、そういう目標をもっ

て、ここまでやろうというようなものが出て、それをするためには来年でもいいし、５年

後でもいいですから、いわゆる数値目標みたいな年次計画を含めたものが出せるようにや

るのが根本的には解決すると思うし、実はこの提言案をみてすごく評価はできるんですが、

これが本当にどこまでできるかというと、だいたい今まで過去わたしは国でも地方でもい

ろいろ参加していますが、提言までできるのは頑張る時に上手くいくでいいんですが、そ

れが現実になるかとかはもう一歩踏み出した何かが必要なんです。そうなると数値目標み

たいなのがＣＯ２削減で出てくるように。そうすると今度、年次的にどう進めようかという

のがでてくるので、そういうことを考えていただければいいかなと思います。例えば年と

して難しいとしたら、環境局で、今年はパンフレットを作りました。来年度は実際にいろ

いろなところの学校でパンフレットを持って出前講座を実際何件やった。今年は２件でき

た。来年度は１０件はやりましょうとかそういうような目の前のこういうものが出てくる
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と本当の成果として市民にもわかるし、こういうパンフレットを出すなら、さらにプロに

任すなら、たいしたお金かからないで今ＤＶＤとか普通のホームページで見れる３分から

５分の、これでほとんど同じパンフレットを作ると、予算があればですね。あとはプロの

アナウンサーに説明してもらうと。今パンフレットをみても若い子はなかなか見ないんで

すけど、ホームページをちらっとみて３分くらいで内容がずらっとわかったほうが結構頭

に入るっていう時代なんですよ。実は紙媒体の時代は、学生も含めてだんだん終わってる

んですよ。今の時代は。そういう１個ずつの試みがあったらいいのでご検討ください。 

【立本委員長】 よろしゅうございますか。是非数値目標を持ったりだとか、それが大変

な事はわかりますけども、でもそれをやっていかなければ机上の話で終わってしまうので、

是非、この委員会としても要望したいと。よろしくお願いします。 

【和田環境保全部長】 それでは最後に私から委員のみなさまに御礼の言葉を述べさせて

いただきます。この化学物質対策について平成１６年度より４年間にわたりご審議いただ

いたところですが、本日提言案として課題はたくさんいただきましたが概ねまとめていた

だきました。化学物質はかつて公害問題を引き起こした硫黄酸化物や六価クロム、それか

ら有機塩素系溶剤、さらにさまざまな社会問題とも関連してダイオキシン類、アスベスト、

ＶＯＣなど時代、時代に注目され対策が求められてきたところでございます。また化学物

質は我々の生活においても常に利用して、また新たな物質が開発されて利用されていくも

のと考えられます。こうした化学物質に行政としてどのように取り組んでいくのかという

こと、将来の安全で安心して暮らせるまちづくりには非常に重要なポイントであろうかと

思います。そうした中、今回この委員会におきまして、委員の皆様からいただきました意

見は大変貴重なものでございますし、今後、市政運営の道しるべとして活かしていきたい

と考えております。委員の皆様にはこの委員会に貴重な時間をさいてくださいましたこと

を本当に感謝いたしております。また、立本委員長、森副委員長におかれましては委員会

の中心として本日の提言案の取りまとめに導いていただきましたことを改めて感謝申し上

げます。本件につきましては、とりあえずこの提言案につきましては一応終了しましたけ

れど、先ほど、森副委員長から提案ございましたように、今後まだやるべき事はたくさん

考えられます。例えば公民館でのいろいろな講座、これは働きかければいくらでも設定は

できますし、担当の職員もこの委員会を通じて非常に勉強になりましたので、そういった

所に積極的に出ていく。あるいは学校の授業に先生の代わりとして出ていくとかですね、

いろいろなことが考えられますので、少し時間をいただいて工夫させていただきたいと思

います。今後も、来年もこの委員会を継続いたしますので、その時点でもう少し進んだ議

論ができればと思います。本当に長い時間、長い期間ありがとうございました。今後もよ

ろしくお願いいたします。 

【事務局】 事務局からは以上です。長時間にわたりご審議いただきましてありがとうご

ざいました。本日はお疲れ様でした。 

                             午後３時４５分閉会 


